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はじめに

EUの単一銀行市場は、単一通貨ユーロ導

入、ECBの創設により拡大と深化を遂げ、

大きく変貌を遂げた。しかしリーマンショッ

クに端を発する世界金融危機とそれに続く欧

州各国の金融危機の中で、金融システムの脆

弱性、金融市場の機能不全が露呈、金融監督

体制の抜本的な見直しと再構築を迫られるこ

ととなり、金融安定化へ向けた規制体制の見

直しreviewと規制強化re-regulationの動き

が加速することとなった。

域内銀行市場に内在するリスクの監視、金

融システム危機回避のための規制監督体制の

確立が課題との認識が共有され、2010年には、

EU横断的な金融監督機構としてESFSが発足

した。（de Larosière 2009）この結果、欧州

銀行監督者委員会CEBSの機能はEBAに継承

され、EU域内国の銀行監督機関NCAとの協

調、連携強化を通じて、迅速かつ効果的なマ

クロ及びミクロの金融安定化を確保するとの

政策が打ち出された。

さらに、南欧等ユーロ圏におけるソブリン

危機、銀行危機の拡大が懸念される中、より

強固かつ透明性の高い金融規制監督体制の構

築が求められることとなり、ユーロ圏におけ

る銀行同盟の導入の動きが加速した。12年に

は、ユーロ圏における単一銀行監督制度

SSMが合意に至り、銀行監督権限のECBへ

の付与を含む、銀行システムの健全性強化へ

向けEUの銀行監督体制の再構築が進むこと

となった。

本稿では、EUにおける新たな銀行監督規

制制度であるSSMを概観するとともに、今

後期待される制度整備の方向性について検討

する。さらに銀行監督一元化に向けたEU域

内における銀行監督機関の機能の再編成、役

割の分業体制の見直しにおける課題を整理す

る。実効性ある金融市場安定化、単一銀行市

場の発展に向けての課題、市場の反応等も含

め、欧州銀行監督規制の課題についても考察

する。

1. 銀行同盟―― 3つの柱

銀行同盟は、単一銀行監督SSM、単一破

綻処理SRM、欧州預金保険制度DGSの調和

化の 3つの分野で構成されている。SSMに

ついては、14年11月 4日、銀行同盟の第一歩

となるSSMが始動、SRMについても16年初

からの実施が予定されている。またこれと並

行して、規制監督適用にあたって、各国間の

技術的な問題の解消、標準化を目的とするガ

イドライン設定を行う単一ルールブックの作

成がEBAにより進められている。以下にお

いて、銀行同盟を構成するSSM、SRM、

― 39 ―

＊本稿の作成にあたり、麗澤大学経済社会総合研究センターより援助を受けたことを記し謝意を表したい。

Reitaku International

Journal of Economic Studies

Vol.23, November 2015



DGSについて概観する。

1-1. SSM

銀行同盟を構成する 3つの柱の中で、最も

重要かつ中心的な役割を担うのが単一銀行監

督制度SSMである。SSMは、従来のユーロ

圏内の国ごとの監督システムの機能をECB

に集約、一元化させるものである。具体的に

はECBへの監督権限の付与に関する欧州連

合理事会規則ならびに監督機能の見直しに係

る 2つのEU規則regulationの採択1）ならびに

改定2）により施行に至った。

ECBは金融政策に加え、新たにEUの銀行

監督の機能が付与され、域内各国の銀行監督

当局NCAとの間に監督機能の分業体制がと

られることとなった。図 1は、SSM導入に

伴うEUの銀行監督の守備範囲を概念的に描

いたものである。すなわちEU域内国は、

SSM対象国と非対象国に分けられ、非対象

国の金融機関については、各国NCAが監督

を行うものとされ、またSSM対象国のうち

銀行以外の金融機関の監督についても、当該

国のNCAがその任にあたるものとされる。

さらにSSM対象国の銀行のうち、重要度の

高い主要銀行SSEについてはECBの直接監督

の下に置かれる一方、それ以外の重要度の低

い銀行LSIについては、ECBの間接的な監督

の下で、各国NCAが直接監督を行うものと

された。

SSMの導入に伴いEBAが従来担っていた

EU域内のNCA間の規制調和化に係る調整機

能は従来通りとされる一方、監督面について

は、ECBとEBAの間での責任範囲の明確化

とともに新たな分業体制が敷かれることと

なった。ECBは基本的にユーロ圏の主要銀

行の監督を担うものであるのに対し、非ユー

ロ圏およびユーロ圏に属する非主要銀行に関

しては、EBAが各国NCAの協力を得て健全

性の監視にあたり、ECBの監督を補完する

体制がとられることとなった。

1-2. SRM

単一破綻処理制度SRM3）は、銀行同盟に欠

くことのできない制度として、SSMに続く

ステップとして導入されることとなったもの

である。SSMは、ECBによるユーロ圏銀行
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1） SSM regulation: Council of the European Union (2013), (OJL287, 29. 10. 2013, p.63)

2） SSM framework regulation: European Parliament and Council (2013b), (OJL176, 27. 6. 2013, p.338)

3） SRM regulation: European Parliament and the Council (2014c), (OJL225, 30. 7. 2014, p.1)

図１ 欧州の銀行監督範囲、SSM導入以降

SSM対象

National
supervision, overall
oversight of the ECB

Direct ECB
supervision

SSM対象外

National
supervision

Other credit
institutions

Significant credit
institutions

Other financial
institutions

Credit institutions

National
supervisionNon-SSM-countries

SSM-countries

出所：European Court of Auditors (2014) p.18（Stijn (2013) Fig.1の一部改変）



の監督を一元化するものであり、それ自身金

融市場安定化に不可欠な機能であるものの、

困難に陥った銀行の救済bail-out処理につい

ては、EUレベルで統一的な制度的な対応が

必要との認識から、SRMの導入が求められ

た。SRMは16年初よりの導入が予定されて

いる。

SRMでは、銀行同盟の中核となる銀行破

綻処理を実行する司令塔である単一破綻処理

理事会SRBが新たなEUレベル機関として創

設された。SRBは、銀行同盟参加国の破綻処

理当局、欧州委員会およびECBとの密接な

連携の下、破綻銀行処理の円滑な実施、経済

財政への破綻コスト圧縮と財政負担の軽減が

期待されている。

SRBは、正副議長と 4名の理事から構成さ

れ、ECBおよび加盟国の破綻処理当局NRA

と協力し、破綻処理計画の策定にあたるとと

もに、加盟国の拠出による基金である単一破

綻処理基金SRF4）の執行と管理の責任を負う

こととされた。SRFは、銀行破綻処理指令

BRRD5）に基づき加盟各国毎に積立てが行わ

れる基金であり、その利用方法及び基金統合

については、ドイツなど加盟各国間の思惑の

差から、過渡的措置を含め導入へ向けての調

整が進められている。

1-3. DGS

EU域内の預金保険制度の統合へ向けての

動きも加速した。預金保険指令改訂版が、14

年 4月に採択され、従来の94年指令の修正

amendという形ではなく、各国DGSの調和

化の強化の方向性が打ち出され、全面改訂

recastが行われた6）。現状、EU域内における

預金保険制度は、国ごとの差異が大きく制度

的な逸脱が許容されている点が問題となって

いたことから、加盟各国が遵守すべき標準

ルールの設定が提示された。付保対象の明確

化、保険金額の10万ユーロへの統一、預金保

険の支払い期日の 7日への短縮のほか、一定

比率の預金保険の事前積立の実施など、域内

国制度の一層の調和化が強化されることと

なったが、最終合意は当面見送られ、単一預

金保険制度の導入については19年を目途とし

て検討を進めるものとされた。

2. ユーロ圏銀行の監督体制

2-1. ECBの銀行監督体制

SSMの始動により、銀行同盟の中核をな

すECBによる新たな銀行監督体制が構築さ

れ、加盟国各国の銀行約4, 700行が監督の対

象となった。対象となる銀行は、4つの基準

により重要度の高い銀行SSEと重要度の低い

銀行LSIに分けられるとされる。重要度が高

いとされる基準としては、①資産規模が300

億ユーロ超、もしくは50億ユーロ以上で当該

国GDPの20％超である、②当該加盟国内で

設立された上位行 3行、③欧州安定メカニズ

ムESMの直接支援を受けている、④資産規

模が50億ユーロ超で、他の加盟国におけるク

ロスボーダー資産規模が総資産の20％を超え

る、との原則が定められた。この基準に基づ

き重要度の高い銀行に分類された120の銀行

グループ7）、主体別では約1, 200行余につい

ては、ECBが直接監督を行うものとされ、

他方、該当しないその他の重要度の低い銀行

に関しては、各国のNCA銀行監督当局が監

督を行うとされ、重要度の程度による監督機

能の分業体制がとられた（図 2）。ECBは、

クロスボーダー銀行の監督についても、母国

監督当局もしくは受入国監督当局のいずれか

の立場で関与することとなった。
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4） SRF implementing regulation: Council of the European Union (2014), (OJL15, 22. 1. 2015, p.1)

5） BRRD Directive: European Parliament and Council (2014b), (OJL 173, 12. 6. 2014, p.190)

6） European Parliament and Council (2014a), (OJL 173, 12. 6. 2014, p.149)

7） 15年のリトアニアのユーロ加盟により123行。
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図２ ECB銀行監督における分業体制
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図３ JSTの機能
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2-2. 共同監督チーム JSTの機能

ECBは、重要度の高い銀行の直接監督を

行うに当たって、ECBおよび監督対象銀行

に係る監督当局の要員からなる共同監督チー

ムJSTを編成することとなっている（図 3）。

JSTの規模や体制は、対象となる銀行の業務

内容や組織体制、リスクプロファイル等の要

因により判断、決定される。JSTは、通常、

監督対象国以外の出身者であるECBの監督

者がコーディネーターに指名され、監督業務

全体のリード役となり、各国NSAは副コー

ディネーターとして、地域的あるいはテーマ

別など限定された範囲についての日常監督業

務を担うかたちで役割分担体制がとられる。

また地理的、機能的に追加的な協力を要する

場合は、ECBの他部局の応援を要請できる

ものとしている。

2-3. ECBの銀行監督組織体制

ECBは、従来の金融政策の機能に加え

SSMの実施のための銀行監督機能を担う組

織体制が新たに整備された（図 4）。第 1お

よび第 2ミクロプルーデンシャル監督総局は、

重要度の高い銀行の直接監督を担当、そのう

ち第 1総局は、7部、約200名の要員により

構成され、最もシステミックな重要度の高い

欧州銀行監督規制改革の現状と課題
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図４ ECBの銀行監督組織
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30の銀行グループを監督し、第 2総局はそれ

以外の90の重要度の高い銀行グループを、8

部、約200名の要員により監督業務を実行す

る。

第 3総局は 3部80名体制で、重要度の低い

銀行のNCAに関するECBの間接監督業務を

担当する。間接監督業務には、NCAの監督

実務の監視、特定金融機関、部門の監督、分

析、監督手法に関する事項が含まれる。第 4

総局は、監督に関する部局横断的な事項や技

術的に特殊な事項について統括する10部約

250名の体制で対応することとなっている。

具体的には①監督検査の計画・調整、②許認

可、③執行・制裁、④監督品質管理、⑤監督

政策、⑥手法・基準開発、⑦危機管理、⑧集

中立入調査、⑨SSMリスク分析、⑩内部モ

デルの10の部門により、監督業務の一貫性確

保と技術改善により、EUにおける効率で公

平な監督体制の確立を企図するものとされる。

事務局は、監督理事会の意思決定、議事進行

等の秘書役を務めるもので、このほか対欧州

議会、委員会など渉外事項、年報等 監督業

務に係る対外報告の取りまとめなど内部事項

の総括を約30名の要員によりとり行うものと

される。

2-4. 他監督機関との協力

ECBは、ユーロ圏のNCAとの連携以外の

監督機関との連携をとりつつ実効ある監督規

制体制を構築するものとしている。EUにお

いては、欧州委員会およびEBAとの連携に

より非ユーロ圏も含むEU域内国全体に共通

するルールの策定を行うほか、マクロプルー

デンシャル監督については欧州システミック

リスク理事会ESRBと緊密な連携をとるもの

としている。このほか、非EU諸国等の銀行

監督当局との間の情報交換についても、個別

案件ベースのみならずより広範な情報協力に

つき順次、合意を取り交わすべく努めるもの

としている。

3. SSMにおけるEBA

3-1. EBAの機能の明確化

EBAは、11年にCEBSの機能を引継ぐEU

機関として設立され、EU域内の単一監督規

制環境の整備を通じて、効率的で透明性が高

く安定した単一銀行市場実現への寄与するも

のと期待された。SSMおよびSRMを柱とす

る銀行同盟の始動により、ECBの機能の拡

充が図られるとともに、EBAの銀行監督に

おける使命、位置づけも明確化された。

EBAが、従来有していた銀行監督、破綻処

理における機能を維持しつつ、銀行同盟体制

における銀行監督の実効性の確保のために、

①監督の共通化の深耕、②監督実務の統合、

③シングルルールブック策定及び適用、④監

督カレッジ及びクロスボーダー監督における

監督業務の調整の4つの重要な任務がEBAに

与えられることとなったまたその実現のため

にEBAは、域内国NCAより監督報告評価手

順SREPとリスク評価の機能、ストレステス

ト、内部モデルの改善、監督手法等に関する

情報を収集し分析し、各国の監督機関が遵守

すべき共通監督手続き手法に関する指針と技

術的基準をまとめることが義務付けられた。

シングルルールブックは、SSB対象のユー

ロ圏諸国のみならず非ユーロ圏EU域内国を

含む銀行規制の統合を図る上で不可欠なもの

と考えられている。また、EBA監督ハンド

ブックは、EU域内全域の銀行監督実務の標

準化と効率化を図る上で必須のものであり、

域内の銀行監督に関する知見の集積している

EBAの果たす司令塔としての役割に期待が

高まっている。ECBにおいても、前述の第3

総局に監督手法・基準開発の担当部局を設け

るとともに、EBAとの協力関係の下、EU規

制監督ルールの遵守、調和化に努めるものと

している。（EBA2015a）

3-2. EBA監督カレッジ

EU域内の複数国に展開する銀行の監督に
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関しては、これまでも関連するNCAが共同

で監督にあたる監督カレッジのアプローチが

とられており、EBAはカレッジによる監督

機能においても主導的な役割を演じてきた

EBAでは、14年時点で102のカレッジを認定、

そのうち25グループを緊密な監視対象、19グ

ループを特定テーマに関する監視対象と定め

ている。

SSMにより、ECBに直接の銀行監督機能

が付与されるに伴い、域内の共同監督の仕組

みである監督カレッジの範囲も見直しが行わ

れた（図 5）。すなわち、SSM域内国に本店

が所在するときは、当該銀行グループの拠点

がSSM域内国のみまたはSSM域内と非SSM

の第 3国に限られる場合は、SSMの統合監

督者であるECBおよび域内NCAが統合ベー

スで監督を行うとされる一方、拠点がSSM

と非SSM域内に展開している場合は、EBA

が監督カレッジを構成することとされる。ま

た、SSM域外に本店が所在するときは、拠

点がSSMと非SSMの双方に展開している場

合のみ、EBAが監督カレッジを設置するこ

ととなる。EU域内において展開する主要銀

行グループの拠点は、SSM域内外に展開し

ている割合が68％と高く、監督カレッジにお

けるEBAの関与は大宗において維持される

ものと見込まれる。（EBA2014a）

3-3. カレッジ行動計画

EBAは、SSM体制の下、カレッジによる

銀行監督の機能充実をより推進する立場から、

カレッジ監督の行動計画2015において、①資

産健全性・信用リスク、②自己資本政策、③

地政学的リスク、④ITリスク及びデータの

正確性、⑤執行リスク、⑥内部管理モデル評

価、⑦報酬制度の諸点を重視していくものと

している（EBA2015b）。またEU域内におい

て広く監督カレッジの機能を円滑に実行して

いくために、監督業務における標準化を図る

ことが不可欠との観点から、規制および実施

に関して各々、規制技術基準RTSと実施技

術基準ITSの整備が進められている。具体的

には、カレッジ機関間の協力、調整に係る書

面の手交、監督カレッジ対象のマッピング、

検査項目計画、定期会合・活動等など、監督

業務の実施上求められる枠組みのほか、リス

ク査定、適正自己資本、流動性など自己資本

比率規制に係るもの、破綻弁済計画に係る技

術標準なども含まれている。これらの技術標

準の設定は、EU域内に止まらず国際監督規
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図５ EBAカレッジの適用範囲

非SSM
統合監督者

SSM
統合監督者

非SSM＆
第3国（7％)

SSM＆
第3国（12％)

非SSM＆
SSM（19％)

SSM＆
非SSM（49％)

SSMのみ
(12％)

非SSMのみ
(2％) カレッジ不要

EBAカレッジ

出所：EBA (2014a), p.21



制との調和化を図るものであり、EBAには、

これらSSM域内外を通じたルールセッティ

ング論議の中心となる役割が期待される。

4. EUの銀行監督体制の課題

4-1. SSMに内在する課題

① 監督構造の重層化

SSMは、新たなEUの銀行監督体制として

始動したが、その監督システムには課題が指

摘されている。表 1は、ECBの銀行監督を

国別に見たものであるが、ECBが直接監督

するとされるSSE123行に対し、その他の

LSI3502行については各国NCAに監督が委ね

られており、対象機関数の上では監督の大宗

は実態的には国別に止まる。ECBの監督範

囲については、随時的確に見直されるとされ

るものの、国別監督を含めたSSMの監督の

一元化には課題が残されている。ドイツは

SSE比率が1. 2％とユーロ圏で最も低くなっ

ているが、これは貯蓄金融機関、協同組織金

融機関などの国内金融システムの違いに起因

するものであり、これらの監督構造の重層化、

重複の現状をどう統合すべきか、また進める

のかが課題となる。

② 域内監督の分裂

SSMは、第一義的にユーロ圏の銀行監督

の統合を目指すものであり、EUの銀行監督

へ向けた第一歩と位置づけられる。すなわち、

表 1のECBの直接監督の対象は、ユーロ圏

19か国123行であり、英国等非ユーロ圏EUは

対象外となる。一方、EBAの実施したスト

レステストでは、ユーロ圏103行、非ユーロ

圏（含むノルウェー）20行の合計で、EUワ

イドの123行が対象である。ECB監督対象の

うちEBAストレステストに含まれるのは89

行であり、英国、スウェーデン、デンマーク

など欧州の主要行が対象外となっている点で、

欧州金融システムの安定化の観点から問題が

残されている。監督基準の標準化、監督報告

データの共有化など実面の統合化とともに、

金融機関破綻時のEU域内のリスクシェアの

あり方にも議論の余地が大きい。

③ 破綻処理時の課題

表 2のように08年以降、EU域内において

20件あまりの銀行破綻処理が行われており、

これらにはデンマークや英国の破綻事例も含

まれている。EU域内における破綻処理コス

ト負担の問題は、ユーロ圏域内外にわたる視

点からより議論を深めなければならない課題

であろう。また、域内国間で銀行破綻処理の

担当部局は一致しておらず、非銀行機関も含

め関与すべき当局の整合性の確保も、現時点

において方向性は不明だが、実効ある破綻処

理実施に向けて避けられない課題と言えよう。

④ データ集積

監督報告については、EU全体の標準化が

進められているが、利用可能な監督データの

集積をいかに構築できるかは、SSMの成否

にかかわる技術的な課題である。これは、会

計税務等、国ごとに異なるルールに基づき構

築されてきた監督データを、EU標準で計量

可能な監督リスクに沿い再定義することであ

り、言わば新たな共通言語の創造に相当する

課題である。特に、こうしたデータ集積が、

フランクフルトをベースとしECBの下で進

行するのか、ロンドン所在のEBAが主導す

るかたちで実現することになるのか注目され

る8）。

4-2. 市場への影響

① 市場の反応

市場におけるSSMの受け止めは、金融市

場安定化において銀行監督統合は不可避であ

るとの認識はEU域内当局者間においては共

有されている。これまでの各国の破綻処理費

用の負担を考慮すれば、規制の強化の方向性

については、非ユーロ圏の英国などを含め、
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8） Bennett（2015）等、異なるレジームに亘る金融リスク統合の問題は、Financial Ontologyをめぐるテーマとして、

近年、論議が盛んである。
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基本的な異論は生じにくいものと言える。他

方、銀行同盟政策の実効性に関しては、破綻

処理基金の積立をめぐる確執に見るように費

用対効果の観点からの不協和音は聞かれる。

特に監督構造の重層化に関しては、監督費用

の重複が過重との批判も出ており、効率的で

「安価な」監督体制をどう構築できるかが当

面の課題となる。

② 政策リスクの回避

SSMを含むEUの銀行規制改革の流れは、

ブラッセル主導の過剰な規制強化の動きと見

る向きもある。銀行経営者のモラルや報酬と

いった本来市場により決定すべき分野に対す

る規制の導入については、市場機能の否定に

つながるものとの警戒感も聞かれる。英国で

は、ブラッセルの規制強化が国際金融セン

ター、シティに負の影響を与えているとの見

方は根強く、現状以上の“EU”よりの規制強

化が進めば、「Brexit」等EU離脱を辞さない

との強硬論が台頭する懸念もある。

個別の金融機関の動きとしても、銀行規制

の強化に伴い、政策リスク回避を指向した展

開として、ファンドなど規制回避の資金流出

やビジネスモデルの転換、拠点のEU域外へ

の移転などの動きも認められる。SSMの導

入を中心とする銀行同盟が、欧州の銀行シス
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表２ ECB国別監督銀行数（2015.3 現在）

ECB EBA
FSB

SSE* LSI* SSE比率 うちSSE うち非SSE

ユーロ圏 ベルギー 7 30 18. 9 5 5 0 0

ドイツ 21 1678 1. 2 24 19 5 1

エストニア 2 11 15. 4 0 0 0 0

アイルランド 4 33 10. 8 3 3 0 0

ギリシャ 4 19 17. 4 4 4 0 0

スペイン 15 81 15. 6 15 12 3 2

フランス 10 142 6. 6 11 9 2 4

イタリア 14 528 2. 6 15 13 2 1

キプロス 4 7 36. 4 3 3 0 0

ラトビア 3 19 13. 6 1 1 0 0

リトアニア 3 11 21. 4 0 0 0 0

ルクセンブルク 5 69 6. 8 2 2 0 0

マルタ 3 17 15. 0 1 1 0 0

オランダ 7 49 12. 5 6 6 0 1

オーストリア 8 555 1. 4 6 5 1 0

ポルトガル 4 123 3. 1 3 3 0 0

スロベニア 3 23 11. 5 3 2 1 0

スロバキア 3 12 20. 0 0 0 0 0

フィンランド 3 95 3. 1 1 1 0 0

合計 123 3502 3. 4 103 89 14 9

非ユーロ圏EU デンマーク 0 0 4 0 4 0

ハンガリー 0 0 1 0 1 0

ポーランド 0 0 6 0 6 0

スウェーデン 0 0 4 0 4 1

英国 0 0 4 0 4 4

合計 0 0 19 0 19 5

非EU EEA ノルウェー 0 0 1 0 1 0

非ユーロ圏合計 0 0 20 0 20 5

EEA合計 123 3502 123 89 34 14

出所：ECB（2015）、EBA（2014）、FSB（2014）より作成。
* SSE (Significant supervised entities), LSI (Less significant institutions)



テムの強化と金融資本市場の発展と成長にど

う寄与できるか、新たな監督体制のあり方が

問われている。

（麗澤大学教授）
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Summary

Reforms on the European banking supervision―Tasks ahead on the Banking Union

Hiroaki Sakuma

The Banking Union is viewed as crucial concept to build a new architecture of bank

supervision and resolution mechanism in the euro area. The Single Supervisory Mechanism

started on November 4, 2014 and the Single Resolution Mechanism will be starting in full

manner from 2016, where the ECB play a key role to lead policy decisions in collaborations with

national competent bank supervision authorities in the euro area and the European Banking

Authority. This article discusses the progress and tasks ahead of the Banking Union and

review achievements to examine how effective the new supervision mechanism work with

regard to the financial stability in the European banking market.
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